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関東の市町村共済組合の短期財源率の状況について

短期経理の状況（平成22年4月）
現職の組合員数は２万６４９１人で前年同月より４８２人減少しましたが、任意継続組合員が９４人増え、合計２万７７９４人で前年同月 
より３８８人減少となっています。掛金等の算定基礎となる給料総額は、８７億２７３３万４８９６円(掛金・負担金が免除される育児休
業者の給料は除いています。)で前年同月より２億５３３１万４６５８円減少しています。任意継続掛金の算定基礎となる給料を含めた給
料総額でも２億２８００万４３９６円減少しています。
組合員数及び給料総額の減少に伴い、掛金・負担金収入は前年同月より２４７７万９５９９円減少し、６ヵ月又は１年前納の任意継続
掛金を含めても１１６３万１５４５円減少しています。組合員数の減少に伴いその扶養家族も減少していますので、支出は前年同月に比
べて保健給付で１８９８万９５０８円、支出合計では２９９７万１３６２円減少しています。収入・支出とも減少していますが、４月にお
ける収支は４１９０万３６０３円の赤字となっています。これを組合員１人当たりに換算しますと、支出に対して収入が組合員１人当たり 
１,５０８円不足していたことになります。

平成２２年度における関東の市町村職員共済組合の短期の財源率は下表のとおりです。
短期給付の財政は全国的に厳しい状況が続き、平成２２年度は短期財源率を引上げた組合が関東では５組合あります。
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給　　　　　　料 期　末　手　当

引上率

短 期 財 源 率 　※掛金率及び負担金率の合計
（単位：‰）

（注） 一般職に係る率です。（特別職の給料に係る率は、期末手当の率と同率になります。）

【支出】

入院

休業給付計

162,803,171

44,261,088

228,487,567

0

53,197,714

16,823,712

100,105,640

481,571,464

10,449,891
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555,043,983

1,106,696,192

574,033,491

1,136,667,554

▲ 18,989,508

▲ 29,971,362

96.69%

97.36%

外来 歯科 薬剤支給 その他 保健給付計 前年同月 差引 前年比

災害給付計 附加給付計 拠出金等計 その他 支出合計 前年同月 差引 前年比

（単位：円）

【収入】 ※介護掛金・負担金等は除く。

前年同月

差引

平成22年4月 406,763,230

▲ 12,733,701

417,731,697

▲ 12,045,898

824,494,927

▲ 24,779,599

240,297,662

13,148,054

1,064,792,589

419,496,931 429,777,595 849,274,526 227,149,608 1,076,424,134

▲ 11,631,545 98.92%

掛金 負担金 小計 任意継続掛金 収入合計 前年比

（単位：円）

【掛金等の基礎となる給料総額】 ※長期組合員及び市町村長長期組合員除く。

前年同月

差引

4月給料総額 8,796,857,134

▲ 270,695,217

69,522,238

▲ 17,380,559

8,727,334,896

▲ 253,314,658

383,619,297

25,310,262

9,110,954,193

9,067,552,351 86,902,797 8,980,649,554 358,309,035 9,338,958,589

▲ 228,004,396

組合員① 育児休業② 小計①-② 任意継続掛金算定
に係る基礎給料 給料総額

（単位：円）

【組合員数】 ※長期組合員及び市町村長長期組合員除く。

前年同月

差引

平成22年4月 26,491

▲ 482

1,303

94

27,794

▲ 388

26,973 1,209 28,182

組合員 任意継続組合員 合計

（単位：人）

【収支】

収入

1,064,792,589 1,106,696,192 ▲ 41,903,603

支出 差引

（単位：円） 【組合員1人当たりの収入及び支出】

掛金・負担金収入

38,310 ▲ 1,50839,818

支出 差引

（単位：円）

「共済愛情保険」配当金還付のお知らせ

「共済愛情保険」に加入されている方へのご案内

ご不幸にあわれた組合員のご遺族へ
ご入院された組合員へ

加入組合員からの
掛金

制度運営費

【今回の配当率】

愛情
30.479 ％
医療保障保険

期間（平成21年3月1日～平成22年2月28日）

残った部分を配当金（剰余金）として還付

愛情
（死亡・高度障害時）

支払件数　　　  23件
支払事由  ◎三大疾病　　8件

◎その他　   15件

給付額　　4億994万円

期間（平成21年3月1日～平成22年2月28日）
【給付状況】

【ご注意ください】

医療保障保険
（病気・ケガの入院時、死亡時）

支払件数　     311件
給付額　 　 2,764万円

保
険
金

給
付
金

配
当
金

〔
剰
余
金
〕

茨城県市町村職員共済組合独自の助け合いの制度です。みんなで加入してより良い制度をつくりましょう。

◆脱退後の請求事案発生が増加しています！ 
脱退直後に入院されたり、3大疾病に罹られ、お支払の対象とならなかったケースが
あります。  

◆再加入できない場合があります！ 
一度脱退されると、再加入するためには告知（健康状態の確認）が必要となります。
再度加入できなくなる場合もあります。  

◆退職後制度に加入できない場合があります！ 
退職後制度は、退職時の健康状態を問わず加入できますが、退職直前まで在職中制度
への加入が必要です。
退職後制度の中には、退職直前まで2年以上の加入期間が必要な制度があります。  

原則、保険期間中の変更または脱退はできません。（退職は除きます。）
更新時の脱退を検討されている方は下記の点にご注意ください。

※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。  
MY-A-10-他-003210  MYG-A-10-LF-124 

当制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来
お支払いする配当金額は現時点では確定していません。（但し、長期療養休業補償、健康応援給付、退職後継続給付については配当金はありません。）

44.298 ％

「共済愛情保険」（愛情・医療保障保険）は
組合員どうしの助け合いの制度です。
多くの組合員が加入され、安定的な制度運
営が実現しています。

本年度も皆様からお預かりした掛金が、本年度も皆様からお預かりした掛金が、
多くの組合員とご家族の役に立っております！多くの組合員とご家族の役に立っております！
本年度も皆様からお預かりした掛金が、
多くの組合員とご家族の役に立っております！

（愛情・医療保障保険）

平成22年6月28日に還付しました。
※共済組合登録口座に送金しました。
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